
　自治労と公務員連絡会からの情報によると，懸案

の札幌の調整手当はさらに経過を注視することで維

持が濃厚です。詳細は次号で！

　内部情報でもお知らせしてきましたが，外勤費の

調査書について，書き方に疑義が多く寄せられたの

で，再度財務担当課長と確認し，次の通りの内容で

連絡しました。連絡対応ありがとうございました。

　この調査は，昨年末，校外学習指導旅費について

激しい団交を繰り返し，部長交渉により「平成12年

度中に整理する」との回答によるものです。

　もともと札学労は外勤費について「精算締切日前

の事後払い要求」「外勤費の不足解消」「規則も無

く校長判断に委ねられた実態の整理」「自家用車使

用の問題点解消」などの要求を長年行ってきました。
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それに，新設された校外学習指導旅費の予算額が実
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題が発生したことにより，整理が必要になりました。

　外勤等の整理には実状の把握が不可欠であること

から，学期末の多忙の折りですが，よろしくお願い

します。

　企画部では例年実施している夏季レクとして，今

年は「サクランボ狩りとディキャンプ」を企画しま

した。

　７月16日（日），藤野にある田中果樹園でサクラ

ンボ狩りを楽しみ，昼は十五島公園でジンギスカン

で昼食をとります。所要時間は９時半～14時の日程

です。参加費は大人２千円，小学生１千円，幼児は

無料です。

　多数の参加をお待ちしていますので，二宮秀樹（南

が丘中）まで申し込み下さい。

　北海道にもようやっと夏らしい季節がやってきた

ということは…，数々のドラマを生み出してきた（珍

プレー＆好プレー）学労杯ゴルフコンペの時期も来た

ということです。

　そうです！毎年この時期に開催している学労杯ゴ

ルフコンペを下記日程にて開催します。日頃から今

大会を目指し練習に励んでいる方は勿論，今シーズ

ンまだクラブすら握っていない方でも結構ですので，

夏の１日をゴルフでリフレッシュしてみませんか。

申し込みは，能代隆行（東栄中）までお願いします。



　年度要求書の提出をひかえ，市教委の各担当では

事前の事務折衝を行っています。事務折衝では，昨

年度の要求内容の積み残しなど，何点かの話題を投

げかけて考えを質しました。

　備品の希望調査については，要求にも掲げており，

募集等については年を追うごとに早まってきました。

今年も早急に対応される予定です。

　さて，市教委の機構改革により，仕事も再配分さ

れ管理課では学校保健課扱いの物品を取り扱うこと

になりました。

　今後，保健室用の物品について，事務機器や管理

用物品と教材物品とともに，現有調査・更新希望を

実施することになります。

　保健室については，更新備品対象一覧の備品のう

ち，現在各校で保有している物品について現有状況

を調査票に記入する必要があります。

　これまで事務室を通らずに請求や納品が見られる

など，物品管理上の問題点が組合員から指摘されて

いましたが，今後はより適格に処理されることにな

ります。しかしながら，学校教育部扱いだった予算

には，教育諸団体に関わるものなど細々としたもの

が多く，小額な現物支給等もあったため，要求にも

掲げていたように学校におろすなど整理することを

求めました。

　さらに，最近市教委から管理運営費，教材費，学

校保健費，学校給食費の使途について，例えば「保

健室で買うものは学校保健費で支払って欲しい…」

といった具合に学校へ疑義が寄せられるなど，現場

のニーズと合致しない点についても改善を求めまし

た。

　新JIS対応の更新計画については，いまの段階では

白紙で７月中に検討会議を持つそうです。いずれに

しても一気に更新は不可能ですので，順次更新して

いく予定とのことでした。更新に関わっては，普通

教室の机・椅子について調査が行われる予定です。

　今年度から「学校用務員の実務研修」に関して管

- 2 -【内部情報】 自治労札幌市学校事務労働組合執行部

理課で所管されています。

　さて，これまで各校様々な対応をしてきた体育館

ワックスがけについて，自治労札幌市役所労働組合

（市労）などの要求も受けながら，用務員のグルー

プワークで実施されます。これは，研修の一環とし

て"実務研修という形"で実施されます。背景は，近

年続いている現業の合理化を懸念して「職の存在」

を示す運動が基本でしょう。

　体育館のワックスがけの具体については，この夏

季休業中にもいくつか予定されており，作業に当た

る用務員については校長あてに研修の派遣依頼の文

書が出ます。経費面で心配される用品について，床

ワックスについては従来通りスポーツ振興事業団か

ら支給となります。開放事業の有無を問わずワック

スがけを実施し，床ワックスも全てスポーツ振興事

業団から支給となります。ポリッシャーなどの機械・

用具は各校からの持ち寄りとなります。現段階では，

各体育館について３年に１度のサイクルで実施する

よう計画されています。

　札学労は13日に年度要求書を提出する予定です。

要求書は，前年度の内容を基本に，解決した課題や

新規の要求を整理し，組合員からの情報提供も参考

にながら検討を進めてきました。７月６日の執行委

員会において一通りの検討を終え，以下の内容によ

り提出する予定です。



　現在の義務教育費国庫負担制度による事務職員・学校栄
養職員に係る人件費について，地方転嫁を行わないよう国
などの関係機関に働きかけること。

１　学校事務職員の定数を増やし，標準学級規模の学校
が複数配置となるよう関係機関に働きかけること。
２　１が実現するまでの間，当該学校に札幌市費で事務
職員を配置すること。
３　市立学校に勤務する事務職員の人事異動について，
希望と承諾を遵守し，学校種間を越えた人事異動を積
極的に行うこと。
４　教育委員会事務局と教育機関である学校との一体性
を向上させ，学校を含めた教育行政事務の執行が更に
円滑に行えるよう，市立学校を札幌市の教育行政組織
に位置付けること。
５　高校の事務局組織に現行以上の権限を降ろすこと。
６　事務職員が連続して２週間の妊娠障害休暇を取得す
る場合，事務職員の代替職員を配置すること。
７　新採用者の研修期間中に，札幌市費で事務職員を配
置すること。
８　外勤時における自家用車使用を認めること。
９　退職者の再任用制度について，本年度中に制度を確
立すること。その際，希望者の雇用枠の確保，賃金・
労働諸条件について当組合と十分協議すること。

　新採用者研修及び在職者研修について，より一層の充実
を図ること。

１　学校事務職員の給料・諸手当について，人事院勧告
を上回る基本賃金・諸手当の改善が早期に実施される
よう関係機関に強く働きかけること。
２　同一年齢で比較して給与の低い者について，札幌市
独自で低給与是正の昇給を行なうこと。また，道費学
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校事務職員の給料についても同様の是正を行うよう関

係機関に強く働きかけること。
３　市立高校に勤務する事務職員について，事務主任の
命課は該当者全員に行うとともに，８級格付けを保障
すること。
４　育児の休暇の取得要件を拡大すること。さらに，義
務教育就学前まで取得可能とすること。
５　事務職員の新採用研修と在職者研修に関わる全日程
の旅費を確保すること。

１　学校の管理諸室（校長室，事務室，用務員室，保健
室，給食休憩室，研修室，会議室，職員室等）に冷房
設備を設置すること。
２　学校の管理諸室の配置は，効率よく仕事が行えるよ
う人の動線を考慮したものとし，必要な管理諸室を一
箇所に集中させること。特に事務室と校長室・職員室
は同一階に配置すること。
３　小学校の事務室設置について，全ての学校に設置さ
れる時期をできる限り短縮すること。
　　また，新・増・改築事業，大規模改造事業に限らず，
現有の余裕教室を活用するなどにより事務室の設置が
可能な場合は，これを推進すること。

（１）学校に働く職員について，全ての給与（賃金・
報酬等を含む）の口座振込を早急に実施し，積極
的に推奨すること。
（２）口座振込の実施状況を把握し，全員全額の実施
になっていない場合，制度の趣旨と速やかな実施
について，校長会等の関係団体に協力を要請する
など，完全実施を目指すこと。また，現金支給が
ある場合，給与等支給日に公務旅行や外勤を要す
る用務，人が出入りする行事を行わないよう，引
き続き学校及び関係機関等に要請すること。
（３）運賃改定に伴う通勤手当額の変更については，
認定権者の職権で行うよう事務を見直すこと。

（１）早急に学校運営費標準を策定し，札幌市として
の学校予算運営の指標を示すこと。なお，策定に
あたっては，当組合と十分協議すること。当面，
現在の学校割当予算について，次の点を改善する
こと。また，予算執行に係る運用方針等を変更す
る場合は，事前に学校に対して周知すること。
ア　役務費の各積算単価を見直し，増額すること。
イ　外勤用のタクシーチケットの使途範囲を広げ
ること。
ウ　環境整備費を大幅に増額すること。積算基礎
を校地面積として，㎡あたり最低25円として，
現行配当の５倍程度を確保するとともに，高等
学校にも割当をすること。
エ　学校に配当されるコンピュータ関連の追加予
算について，全て一括備品購入費で割当するこ
と。
オ　小学校のスキー山造成に係る経費について適



正な額を割当すること。
カ　「総合的な学習の時間」導入に対応した予算
執行のあり方について検討すること。また，必
要な予算を措置すること。

（２）新しい事務機器の整備について，文部省は学校
における能率改善を図るため「公立学校に備える
ことが望ましい学校事務機器」のガイドラインを
まとめ，1993年度から10年間でOA機器を学校に計
画的に導入する方針を定めた。札幌市教育委員会
は，財政当局に対してこの趣旨を理解させ，学校
における事務機器の一層の充実を図ること。
（３）市教委から現物支給する物品等に関しては，適
切な予算執行と学校の要望との整合性を図ること
から，次のように事務をすすめること。また，現
物支給する物品に関して，学校の要望を取り入れ，
その内容を明らかにすること。
ア　現物支給物品について，品目・数量等明確な
基準を定めること。規格等に関しては学校の意
見を取り入れながら事務を進めること。
イ　支給する物品については，早期に一覧の形で
調査し，物品の調達は有効な活用を図るために
１学期中に終えること。
ウ　現物支給とされている備品のうち50万円未満
の物品は，将来に向けた政策に沿った整備計画
を明らかにした上で，学校における予算執行（学
校予算の備品購入費の増額）とすること。
エ　理科・算数・数学教育設備整備については，
年度内の早期に事業実施できるよう関係機関に
働きかけること。
オ　職員室と同一階に配置されていない小・中・
養護学校の事務室及び高校の事務室に複写機を
支給すること。
カ　教職員用の机・椅子について，各校では老朽
化しているものが多い。現在の備品購入費の配
当額では更新が困難なため，備品購入費を増額
すること。

（４）備品管理については，データベースを利用した
電算管理とすること。
（５）備品とする物品の基準額について，取得価額５
万円以上とし，過去に現在の基準額未満で取得し
た物品は消耗品として扱えるよう，関係部局に働
きかけること。
（６）財政財務事務について，迅速な支払い等のため
学校と出納機関の間にオンラインシステムを構築
すること。また，物品の管理について市教委と学
校及び学校間にオンラインシステムを構築し，情
報の共有化と管理事務の軽減を図ること。
（７）電話回線の基準を見直し，大幅に増加させるこ
と。また，主な管理諸室にダイヤルイン方式を導
入し，事務の効率化を図ること。
（８）職員室の電話機の設置台数を増やすこと。
（９）現物支給されたファクシミリをＧ４規格に更新
すること。
（10）外勤交通費の支給について，資金前渡期間内に
おける同一職員の外勤交通費は，本人の請求に基
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づき一括支給することも認めること。

（11）特命随意契約の小額とする金額について，予定
金額10万円未満に引き上げるよう関係部局に働き
かけること。

（１）災害に対応するための学校を含めた組織の整備，
避難場所としての学校施設の整備（自家発電，換
気施設等），マニュアルの作成等，非常時に対応
するための学校施設の改造や組織体制を整備する
場合には，当組合と事前に協議すること。
（２）学校施設の利用については，現在，学校教育以
外にも様々な面から行われているが，関係する部
局で整理し，一括して窓口を教育委員会内に設置
すること。
　さらに，事業に要する経費は各部局で負担する
こと。
　また，これらの事業の管理室を学校内に設置す
る場合は，専用の直通の電話回線を設置すること。
（３）学校開放や複合施設化など，学校施設を他に活
用する場合には，当組合と事前に協議すること。
（４）学校徴収金について，公費負担と私費負担の整
理，事務処理方法等について，引き続き整理して
いくこと。また，取り扱い事務の効率化，適正な
運営，現金徴収による事故の未然防止などを図る
ため，口座振替の推進や事務処理方法の標準化に
ついて，今後も引き続き努力すること。
　さらに，学校が斡旋する物品等についても，学
校徴収金取扱要領の改定やマニュアルを作成する
などにより，学校における業者の選定や契約方法
等について適正化を図る体制を整備すること。
（５）市の資金前渡口座等の利息の返戻については，
金融機関と調整し，学校を経由せずに一括して返
戻できるようにすること。
（６）学校には，学校運営に係る様々な文書はもとよ
り，市民の個人情報も多数存在し，これを適正に
管理しなければならない。教材室や余裕教室を利
用した各校各々の対応では適正な文書管理は望め
ない。書庫を標準施設とし，校舎図面上にも書庫
の名称で位置付け，全校に配置すること。
（７）修繕工事の要望等について，札幌市教育委員会
と学校は十分な共通理解に立って事務を進めるこ
と。
（８）事務職員の職務内容について，新任管理職員へ
の研修会等で周知徹底を図ること。
（９）被服貸与について，道費職員の貸与期間を全て
２年間とすること。
（10）進路指導と生徒指導用の営業車チケットについ
て，高等学校についても中学校と同様に営業車チ
ケットの予算割当をすること。なお，予算額は実
状に見合った額とすること。
（11）札幌市立高校受検の際の入学手数料は，直接金
融機関に納付するように変更すること。
（12）特殊教育就学奨励費の支給について，保護者へ
の口座払いにすること。
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